
令和５年度飯塚地区消防組合消防吏員採用試験案内 

１ 採用予定人員 

２名程度 

２ 受験資格 

（１）年 齢 

平成１１年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた人 

（２）身体条件 

ア 消防吏員として職務遂行に支障のない身体状態であること。 

イ 矯正視力を含み、両眼で０．７以上、かつ一眼でそれぞれ０．３以上及び色覚は赤

色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。 

ウ 聴力は、左右とも正常であること。（２メートルの位置で低語が聴取できること。） 

（３）住 所 

   採用後は、飯塚地区消防本部管轄区域（飯塚市、嘉麻市、桂川町）に居住することが

できる人、又は当消防本部の最寄りの署所から概ね３０分以内の地域に居住すること

ができる人 

（４）次の各号の一に該当する場合は、受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に該当する者 

（ア）禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

（イ）飯塚地区消防組合において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過

しない者  

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

３ 第１次試験 

（１）期 日   令和５年１０月１５日（日曜日） 

（２）場 所   飯塚市立岩１７３０－５ 福岡県立嘉穂東高等学校 

（３）科 目 

ア 教 養 試 験  

公務員として必要な一般的な知識及び知能について択一式による筆記試験 

（ 教養試験 Light ） 

イ 消防適性検査  

消防吏員として必要な適応性についてマークシート式による筆記試験 

ウ 体 力 試 験  

消防吏員として職務遂行に必要な体力を有するかどうかを判定する試験。 



（握力、けんすい（女性は斜めけんすい）、２００メートル疾走（女性は１００ 

メートル疾走、ただし、雨天の場合は、握力、上体起こし、反復横とび） 

※消防吏員の体力試験種目及び必要な体力の目安 

体力試験種目 
体力の目安 

男 性 女 性 

① 
２００ｍ疾走 ３４秒未満 ― 

１００ｍ疾走 ― ２０秒未満 

② 握  力 左右平均３５キロ以上 左右平均２１キロ以上 

③ 
懸  垂 ３回以上 ― 

斜め懸垂 ― １０回以上 

雨天等 

反復横とび 
３５回以上（20秒間） ２７回以上（20秒

間） 

上体起こし 
２０回以上（30秒

間） 

１４回以上（30秒

間） 

４ 第２次試験 

（１）期 日   令和５年１１月中旬予定（第１次試験合格者のみ） 

（２）場 所   飯塚市菰田５２番地１ 飯塚地区消防本部 

（３）方 法   口述試験（集団面接）、作文試験を行う。 

５ 第３次試験 

（１）期 日   令和５年１１月下旬予定（第２次試験合格者のみ） 

（２）場 所   飯塚市菰田５２番地１ 飯塚地区消防本部 

（３）方 法   口述試験（個人面接）、身体検査を行う。 

６ 合格発表 

区  分 期  日 合格発表の方法 

第１次試験合格者発表 １１月上旬頃 
飯塚消防署玄関前及び飯塚地区消防本部ホ

ームページに合格者の受験番号を掲示 
第２次試験合格者発表 １１月下旬頃 

第３次試験合格者発表 １２月上旬頃 

(注）合格者のみ文書で通知しますが、郵便事故等のため延着又は不着となる場合があり 

ますので、必ず掲示場所で確認して下さい。 

なお、電話によるお問い合わせには、お答えできません。 

７ 合格から採用 

最終合格者は、飯塚地区消防組合職員採用候補者名簿に登載され、その中から採用（地

方公務員法第２２条第１項の規定に基づき、原則として６ヵ月間は条件附採用）されま

す。 

８ 職務概要 



消防署での２４時間交替制勤務で、火災、救助、救急等の災害現場での消火、救助、救

命等の現場活動業務に従事します。 

９ 給与、勤務条件等 

飯塚地区消防組合の給与条例及び勤務時間、休暇等に関する条例等による。 

１０ 受験手続 

（１）申込書等の請求先 

採用試験案内及び受験申込書は、飯塚地区消防本部総務課及び消防署・消防分署に

準備しています。 

なお、飯塚地区消防本部のホームページからもダウンロードできます。 

（２）申込書の提出先 

飯塚地区消防本部総務課 

※ 申込時に受験票を渡しますので受験申込書は、必ず持参して下さい。（郵送は 

受け付けません。） 

（３）申込書の受付期間 

令和５年８月２８日（月曜日）から令和５年９月８日（金曜日） 

※ 土曜日及び日曜日は除く８時３０分から１７時００分までの間に受け付けます｡ 

１１ 問合わせ先 

消防及び採用等についての質問がある場合は、飯塚地区消防本部総務課にご連絡い

ただきますようお願いします。 

 

飯塚市菰田５２番地１ 

飯塚地区消防本部 総務課 

電話 ０９４８－２２－１９６６ 


